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対応の方向性と具体的対応 

 
◆専門実践教育訓練給付制度による高度ITスキルの学び直しへの支援 
 ・雇用保険法の一部改正法が本年３月に成立（来年１月施行）→受講に対する給付率と     
      上限額を大幅に引上げ (2018.1施行) 
 ・データサイエンティスト育成のための講座等ＩT関連講座の拡大（産業界、文科省、 
  経産省とも連携）（2017.4から順次） 
◆社会人の時間的制約に応えるための講座の利便性の向上 
 ・社会人の受講しやすい土日、夜間講座の増設や完全e-ラーニング講座の新設（2017年度中） 
◆高レベルのＩＴ資格を取得するための長期の離職者訓練の新設（2017年度～） 

 個人の学び直し・リカレント教育の支援 

  
◆各企業のニーズに応じたオーダーメイド型の在職者訓練を実施 
 ・各都道府県に「生産性向上人材育成支援センター」を本年４月に設置。今後、訓練の 
      コーディネートや人材育成の相談対応等、総合的な事業主支援を実施 
◆海外のＩＴ人材獲得に向けたマッチングスキームを検討 
 ・インド等海外のＩＴ人材のレベル、年収、仕事やキャリアに対する考え方等に関し、現地調査や 
  ＩＴ活用企業のヒアリングを本年８月までに実施し、産業界や経産省等関連省庁と連携しながら 
  検討（関連予算を平成30年度概算要求に盛り込み、同年度中にスキームのとりまとめ） 

給付率６割→ ７割 最大3年で144万円→ 168万円 

 

専門実践教育訓練給付指定講座 
2500講座→5000講座 

 

 ◆高度外国人材にとっても魅力ある就労環境を構築 
  ・高度人材の獲得・活用に成功している企業の好事例の収集・普及（2017年度末まで） 
  ・職務や能力等の明確化と公正な評価・処遇の推進に向けた法改正 
  ・外国人材が英語だけでも活躍できる環境整備のため、日本企業における英語力強化などの 
   グローバル人材育成のための研修支援 

  高度外国人材の受入強化  

高度外国人材の受入強化 

 企業に対する支援 

 
   ◆社会人の基礎的ＩＴリテラシーの習得機会の拡充 
    ・情報セキュリティ等の基礎的なＩＴリテラシー習得のための職業訓練のメニュー新設を検討  
   （関連予算を平成30年度概算要求に盛り込む。） 

 ＩＴリテラシーの標準装備 

●第４次産業革命による産業構造の変化や人材の流動化に対応するため、働く方々の能力開発が重要。 
●第４次産業革命に伴い、AI、IoT等のリテラシー・スキルは、IT業界に止まらずITを活用する全産業の人材に求められている。 
●ＩＴ人材のそれぞれのレベルに応じた実効ある支援策を講じ、我が国のＩＴ人材力の強化を図る。 


